
                

四 

牧
の
年
中
行
事 

 

土
手
普
請 

 

野
馬
牧
場
は
広
い
原
野
に
土
手
を
囲
い
、
野
馬
が
外
に
出
る
の
を
防
い
で
い
た
。
外
囲
い
ば
か
り
で
な
く
、
中
に
幾
条 

も
の
勢
子
土
手
を
つ
く
っ
て
区
切
り
、
捕
馬
の
便
を
図
っ
て
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
捕
込
場
（
野
馬
を
追
い
込
ん
で
捕
え



る
場
所
）
も
高
い
土
手
で
囲
っ
て
あ
っ
た
か
ら
、
土
手
の
延
長
は
随
分
長
か
っ
た
。
こ
の
土
手
が
、
風
雨
に
晒
さ
れ
て
崩
れ
る
と
、
野
馬

が
外
に
出
て
農
作
物
を
荒
し
た
り
、
捕
馬
に
支
障
が
あ
る
の
で
、
毎
年
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
農
閑
期
に
な
る
と
、
野
付
村
々
の
任
側
を

動
員
し
て
修
復
を
し
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
新
土
手
を
作
る
の
が
例
と
な
っ
て
い
た
。
土
手
の
修
復
や
新
規
土
手
に
つ
い
て
は
、
牧
士
一

同
が
協
議
し
て
原
案
を
つ
く
り
、
江
戸
野
馬
役
所
の
承
認
を
う
け
て
実
施
し
て
い
た
。 

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
島
田
家
文
書
「
卯
年
御
鹿
狩
并

野
馬
御
用
留
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

取 
香 
牧 

 
 

 
 

 
 

 

覚 
 

 
 

字
針
ケ
沢
土
手□
菱
田
入
土
手
迄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 
 

弐 

間 
 

 
 

 

一
新
土
手
長
五
百
拾
壱
間 

 
 

平
均 

馬
踏 

壱 

間 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

敷 
 

弐
間
半 

 
 

 

字
大
袋
山 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

馬
踏 

壱 

間 
 

 
 

 

一
土
手
長
六
拾
間 

修
復 
 

 

平
均 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

敷 
 

弐
間
半 

 
 

 
 

 
 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高 
 

七 

尺 
 

 
 

 
 

百
拾
六
坪
六
合
七
夕 

 
 

 

平
均 

馬
踏 

五 
尺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

敷 
 

弐
間
半 

 
 

 
 

 

残
九
拾
三
坪
三
合
三
夕 

 
 

 
 

 
 

此
人
足
百
四
拾
人 

 
 

 
 

 
 

 

土 

千
八
百
八
拾
壱
坪
八
合
三
夕 

 
 

 
 

小
以 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
弐
千
八
百
弐
拾
弐
人
七
分
五
厘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
―
38
） 

 
 

 
 

（
註 

土
一
坪
は
一
立
方
坪
、
一
立
方
坪
は
六
立
方
メ
ー
ト
ル
） 



こ
れ
は
取
香
牧
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
積
り
に
よ
っ
て
、
野
付
村
々
の
石
高
に
応
じ
て
区
割
り
を
し
、
各
牧
と
も
一
斉
に
行
い
、

数
日
で
終
わ
ら
す
の
が
例
で
あ
っ
た
。 

 

古
の
年
に
動
員
さ
れ
た
四
牧
方
の
人
足
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

取 
香 
牧 

 

二
か
所 

 

二
八
二
三
人
（
端
数
四
捨
五
入
） 

 
 

小
間
子
牧 

 

四
か
所 

 

二
三
五
〇
人 

 
 

矢 

作 

牧 
 

五
か
所 

 

五
〇
〇
八
人 

 
 

油 

田 

牧 
 

一
か
所 

 

一
四
二
五
人 

 
 

   

計 
 

 

一
二
か
所 

 

一
万
一
六
〇
六
人 

 

こ
の
人
足
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
土
量
は
約
七
七
五
〇
立
方
坪
（
四
万
六
五
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
）
と
な
る
。
土
一
坪
は
人
足
一
人
半

懸
か
り
と
し
て
計
算
さ
れ
、
一
人
一
日
の
賃
金
は
米
五
合
を
金
に
換
算
さ
れ
て
支
払
い
さ
れ
た
。
低
い
賃
金
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
一

八
年
後
の
文
化
十
八
年
の
「
普
請
帳
」
に
よ
る
と
、 

 
 

 
 

 

取 

香 

牧 
 

 
 

字
大
水
台
駒
井
頭
、
畑
ケ
田
村
字
久
保
地
区 

 
 

 
 

一
新
規
土
手
延
三
百
六
拾
弐
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高 
 

九 
尺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
均 

馬
踏 

四 
尺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

敷 
 

弐 

間 
 

 
 

 
 

此
土
坪
七
百
弐
拾
四
坪 

 
 

 
 

 

此
人
足
千
四
百
四
拾
八
人 

 
 

 
 

 
 

但
土
坪
一
坪
ニ
付
人
足
弐
人
懸
リ
、
米
七
百
五
夕
ツ
ゝ
、 

 
 

 
 

 
 

 

此
代
金
九
両
三
分
銀
三
匁
五
分
壱
厘
六
毛 

 
 

 
 

 

右
之
通
リ
取
香
牧
新
規
勢
子
土
手
御
普
請
仕
伺
相
済
申
候
以
上 



 

こ
の
よ
う
に
土
一
坪
一
人
半
か
ら
二
人
に
、
米
五
合
か
ら
七
合
五
夕
と
値
上
げ
さ
れ
て
実
質
収
入
は
倍
増
と
な
っ
た
。
賃
金
は
そ
の
年

の
張
紙
値
段
（
公
定
価
格
）
に
よ
り
換
算
さ
れ
て
支
払
い
さ
れ
た
。 

 

土
手
普
請
は
野
付
村
々
の
公
平
を
期
す
る
た
め
に
、
三
牧
方
も
同
程
度
の
規
模
で
計
画
さ
れ
、
双
方
打
ち
合
わ
せ
て
同
時
に
取
り
懸
か

っ
て
い
た
。
野
付
村
の
夫
役
の
大
部
分
は
無
償
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
土
手
普
請
だ
け
は
賃
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
た
の
で
、
不
平
や
嘆

願
め
い
た
記
録
は
見
当
た
っ
て
い
な
い
。 

 

夏
見
廻
り 

 
野
馬
牧
場
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
い
ろ
い
ろ
の
動
物
や
植
物
の
活
動
が
盛
ん
に
な
る
。
牧
士
に
と
っ
て
用
件
の
多
い 

季
節
で
あ
る
。
春
出
生
し
た
当
才
馬
の
成
育
状
態
の
観
察
、
捕
馬
準
備
の
見
牧
帳
や
斃
馬
帳
の
作
成
、
牧
場
の
環
境
整

備
も
夏
の
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。
牧
場
は
野
付
村
の
協
力
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
記
し
た
が
、
野
付
村
か
ら
も
さ
ま

ざ
ま
の
願
い
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
実
生
木
の
払
い
下
げ
、
風
折
木
・
枯
木
の
払
い
下
げ
、
土
手
普
請
、
田
畑
境
の
樹
木
伐
り
払
い
等
々
の

雑
用
も
多
い
。 

 

牧
士
は
牧
場
管
理
の
直
接
の
管
理
者
で
あ
り
、
農
民
に
対
し
て
権
威
を
ふ
る
っ
た
形
跡
は
あ
る
が
、
決
定
権
は
な
く
、
牧
場
に
関
す
る 

重
要
事
項
は
す
べ
て
江
戸
の
野
馬
役
所
の
指
示
を
仰
い
で
行
っ 

た
。
野
付
村
と
野
馬
役
所
の
中
間
に
あ
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ 

っ
た
。
例
え
ば
牧
場
内
の
実
生
木
・
風
折
木
・
枯
木
の
処
分
、 

植
林
、
土
手
普
請
な
ど
、
み
な
江
戸
役
所
の
決
裁
に
よ
っ
て
行 

っ
て
い
た
。 

 

夏
見
廻
り
は
江
戸
役
人
が
前
記
の
決
裁
を
す
る
た
め
に
、
毎 

年
五
、
六
月
ご
ろ
二
人
ぐ
ら
い
で
、
日
数
一
〇
日
前
後
を
か
け 

て
七
牧
の
見
分
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
馬
の
生
育
状
況
の 

観
察
、
野
付
村
々
か
ら
の
西
岸
の
実
地
見
分
、
土
手
普
請
の
調 



査
、
払
い
下
げ
木
の
確
認
、
植
林
場
所
の
適
否
等
々
牧
場
管
理
の
全
般
に
対
す
る
見
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
夏
見
廻
り
に
よ
っ
て
土
手
普
請

や
立
木
の
払
い
下
げ
が
決
定
し
、
見
牧
帳
や
斃
馬
帳
の
監
査
が
行
わ
れ
た
。 

 

次
に
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
日
記
よ
り
夏
見
廻
り
の
日
程
を
記
し
て
み
る
。 

 
 

 

一
佐
倉
七
牧
御
見
廻
為
御
用
、
吉
川
加
賀
守
様
御
支
配
、
野
馬
方
園
田
七
平
、
木
村
官
兵
衛
殿
、
戌
五
月
廿
九
日
酒
々
井
町
着
御
昼
休 

 
 

 

十
五
月
廿
九
日 

尾
上
村
牧
士
、
京
増
喜
左
衛
門
方
御
泊
リ 

 
 

 

一
同 

晦
日 
柳
沢
牧
御
見
廻
リ
、
岩
富
村
牧
士
十
右
衛
門
方
泊
リ 

 
 

 

一
六
月
朔
日 
小
間
子
牧
御
見
廻
、
瀧
沢
村
牧
士
今
井
清
兵
衛
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

二
日 

小
間
子
牧
廻
リ
、
布
田
村
牧
士
、
並
木
五
郎
右
衛
門
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

三
日 

高
野
牧
見
廻
リ
夫□

直
ニ
久
能
村
藤
崎
半
右
衛
門
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

四
日 

取
香
牧
見
廻
、
本
矢
作
村
根
本
玄
蕃
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

五
日 

油
田
牧
見
分
、
本
矢
作
村
泊
リ 

 
 

 

一
同 

六
日 

矢
作
牧
見
廻
、
日
吉
倉
村
三
橋
左
次
馬
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

七
日 

内
野
牧
見
廻
，
酒
々
井
村
牧
士
大
谷
勇
右
衛
門
方
泊
リ 

 
 

 

一
同 

八
日 

土
手
普
請
ニ
付
、
村
々
江
人
足
扶
持
方
石
代
永
御
渡
、
其
外
御
用
取
調
被
致
候
、
尤
犬
打
殺
候
玉
薬
代
、
犬
壱
疋
ニ
付
銀
壱
匁
ツ
ゝ

例
年
之
通
リ
七
牧
付
牧
士
江
渡
シ
相
済
候
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
史
料
集
（
二
）
一
三
―
⑬
） 

以
上
の
日
記
に
よ
る
と
約
一
〇
日
間
で
七
牧
の
見
分
を
済
ま
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
牧
ご
と
に
担
当
の
牧
士
二
、
三
人
が
案
内
に
つ
い 

た
外
に
雑
用
の
人
足
、
馬
な
ど
野
付
村
か
ら
差
し
出
し
、
必
要
に
応
じ
て
村
役
人
な
ど
も
出
役
、
陳
情
や
説
明
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

犬
防
ぎ 

 

牧
場
は
広
大
な
原
野
の
中
に
野
馬
を
放
牧
し
て
、
牧
士
が
中
心
と
な
っ
て
野
付
村
の
協
力
に
よ
っ
て
管
理
し
て
い
た
こ
と 

は
す
で
に
記
し
た
が
、
こ
の
自
然
環
境
は
獣
類
に
は
好
適
な
た
め
に
、
野
馬
ば
か
り
で
な
く
、
狐
、
狸
、
鹿
、
猪
、
兎
な

ど
に
混
じ
っ
て
、
山
犬
や
大
神
な
ど
も
棲
息
し
て
い
た
。
春
、
野
馬
の
出
生
の
際
の
最
大
の
敵
は
山
犬
、
狼
な
ど
の
肉
食
獣
で
あ
っ
た
。 



出
生
し
た
ば
か
り
の
仔
馬
を
襲
い
、
多
く
の
死
傷
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
出
生
の
季
節
に
な
る
と
こ
の
害
を
防
ぐ
た
め
に
犬
防

ぎ
を
し
た
。
方
法
は
（一）
鉄
砲
で
射
殺
す
る
。
（二）
犬
落
し
穴
を
作
っ
て
捕
え
る
。
主
と
し
て
こ
の
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
寛
政
十
年
に

は
（
一
七
九
八
）
毒
餌
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
費
用
が
か
か
り
、
危
険
の
あ
る
割
り
合
い
に
実
効
が
な
く
数
回
で
中
止
し
た
。
実
効
の
あ

っ
た
の
は
（一）
の
鉄
砲
に
よ
る
射
殺
で
あ
っ
た
。
鉄
砲
は
幕
府
か
ら
牧
士
に
貸
し
与
え
ら
れ
た
が
、
取
り
扱
い
は
き
び
し
い
制
約
を
う
け
て

い
た
。
当
初
は
一
牧
一
挺
、
四
牧
へ
四
挺
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
記
録
に
は
牧
士
一
人
一
挺
、
四
牧
方
へ
は

一
三
挺
預
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

鉄
砲
御
預
証
文
之
事 

 
 

 
 

一
鉄
砲
壱
挺 

 
 

 
 

 

但
玉
目
三
匁 

 
 

 

右
者
佐
倉
小
間
子
、
取
香
、
矢
作
、
油
田
四
牧
并
入
場
ニ
而
狼
、
山
犬
荒
野
馬
ニ
掛
リ
候
ニ
付
、
書
面
之
玉
込
鉄
砲
当
申
二
月
朔
日□

同
十
一
月
晦 

 
 

 

日
迄
防
打
仕
候
様
被 

仰
渡
奉
預
候
、
然
上
者
昼
夜
無
油
断
相
廻
打
留
メ
可
申
候
、
右
鉄
砲
ニ
而
悪
事
一
切
不
勿
論
、
狼
、
山
犬
、
猪
、
鹿
打
候 

 
 

 
□

外
之
殺
生
堅
仕
間
敷
候
、
此
鉄
砲
之
儀
他
人
者
不
及
申
、
縦
親
子
兄
弟
ニ
而
御
座
候
共
餘
人
江
貸
申
儀
曾
而
以
仕
間
敷
候
、
為
其
鉄
砲
御
預
証
文 

 
 

 

奉
差
上
候
仍
如
件
。 

 
 

 
 

 

寛
政
十
二
年
申
年
二
月 

今
井
清
兵
衛 

印 

 
 

 
 

 
 

綿
貫
夏
右
衛
門
殿 

（
町
史
料
集
（
二
）
一
一
奪
取
⑩
） 

鉄
砲
に
よ
る
犬
打
ち
は
実
効
が
あ
が
り
、
５
―
60
表
の
よ
う
な
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
犬
一
疋
に
つ
き
銀
一
匁
の
玉
葉
代
と
し
て

の
報
奨
金
が
与
え
ら
れ
た
。 

 

犬
落
し
穴
は
、
そ
の
牧
の
担
当
牧
士
が
野
付
村
に
命
じ
て
、
一
枚
数
か
所
ず
つ
戌
の
出
没
す
る
場
所
へ
竹
や
木
を
使
っ
て
落
し
穴
を
作

り
、
死
馬
の
二
区
な
ど
置
い
て
捕
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
今
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
参
考
ま
で
に
取
香
牧
の

犬
落
し
穴
づ
く
り
の
人
足
触
れ
を
一
例
と
し
て
次
に
記
し
て
み
る
。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

覚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人
足
弐
人 

西
吉
倉
村 

一
同 

壱
人 

東
吉
倉
村 

 

一
同 

弐
人 

久 

米 

村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
同 

四
人 

小
菅
村 
 

一
同 

四
人 

駒
井
野
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

右
者
取
香
牧
西
野
犬
落
穴
さ
ら
へ
囲
致
候
ニ
付 

書
面
之
人
足
、
鍬
、
な
た
、
も
つ
こ
ふ
為
持 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

来
ル
十
九
日
、
五
つ
半
時
（
九
時
）
頃
右
場
所
間
違
差
出
可
被
申
候
、
若
雨
天
ニ
候
ハ
ゝ
翌
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

江
送
差
出
可
被
申
候
、
尤
拙
者
共
罷
出
候
間
、
早
々
さ
ら
へ
相
始
居
可
被
申
候
、
此
書
付
其
節
野
江 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

持
参
相
返
可
被
申
候
。
以
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

申
二
月
二
十
六
日
（
寛
政
十
二
年
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
瀬
長
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
村
々 

名
主 

与
頭
中 

（
町
史
料
集
（
二
）
一
一
―
④
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
上
の
よ
う
に
し
て
野
付
村
か
ら
人
足
を
差
し
出
さ
せ
て
作
っ
た
犬
落
し
穴
で
、
ど
れ
だ
け
の 

犬
が
捕
え
ら
れ
た
か
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
記
録
に
よ
る
と
、 

 

小
間
子
牧 

四
か
所 

 

一
三
疋 

 
 

取
香
牧 

 

三
か
所 

 

一
〇
疋 

 
 

矢
作
牧 
 

四
か
所 

 

一
一
疋 

 
 

油
田
牧 

 

三
か
所 

 

一
〇
疋 

 
 

計 
 

 
 

 
 

 
 

四
四
疋 

 

と
な
っ
て
い
る
。
享
和
二
年
に
は
計
二
七
疋
と
減
っ
て
い
る
。
余
り
効
果
は
あ
が
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
年
々
場
所
を
変
え
る
な
ど

の
工
夫
を
し
て
い
た
。 



植 
 

林 
 

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
、
御
小
納
戸
頭
取
の
岩
本
石
見
守
が
、
小
金
・
佐
倉
牧
の
取
り
扱
い
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
早
速
、 

 
 

 
 

 
 

 

牧
場
の
実
地
見
分
を
す
ま
せ
、
牧
場
の
改
革
に
取
り
か
か
っ
た
。
ま
ず
牧
場
管
理
直
接
の
責
任
者
で
あ
る
牧
士
の
心
得
方

に
つ
い
て
、
九
か
条
か
ら
な
る
起
請
文
を
認
め
、
牧
士
全
員
に
神
文
血
判
を
さ
せ
て
、
牧
士
の
勤
め
方
に
つ
い
て
喚
起
を
促
し
て
い
る
。

石
見
守
の
改
革
は
、
幕
府
の
い
わ
ゆ
る
完
成
の
改
革
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
着
任
早
々
か
ら
計
画

さ
れ
た
牧
場
の
植
林
な
ど
も
こ
の
一
環
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

牧
場
に
は
従
来
、
所
々
に
実
生
木
が
繁
茂
し
て
野
馬
の
寒
暑
凌
ぎ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
植
林
は
牧
場
の
空
閑
適
地
を
利

用
し
て
の
植
林
で
あ
り
、
一
応
野
馬
の
寒
暑
凌
ぎ
の
た
め
と
な
っ
て
い
る
が
、
将
来
、
幕
府
の
財
政
を
助
け
る
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。 

佐
倉
牧
の
植
林
は
松
苗
が
主
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
よ
り
一
一
年
後
の
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
一
度
だ
け
椚
の
植
林
が
行
わ
れ
て
い

る
。
寛
政
五
年
の
「
御
用
日
記
」
よ
り 

 
 

一
丑
十
月
廿
七
日 

 
 

 

石
見
守
殿□

佐
倉
四
牧
松
苗
一
牧
壱
万
本
宛
、
都
合
四
万
本
植
付
候
様
、
嶋
田
長
右
衛
門
江
被
仰
渡
候
。 

 
 

 
 

 
 

覚 

 
 

 
 

 

松
苗
植
付
直
段
書
付 

 
 

 
 

三
年
木 

 
 

一
松
苗
長
ケ
七
、
八
寸
位 

 
 

 

是
者
弐
年
枯
請
合
ニ
而
植
付
迄
、
苗
木
百
本
ニ
付
、
鐚
八
百
三
拾
弐
文
程 

 
 

 
 

 
 

四
年
木 

 
 

一
松
苗
長
ケ
壱
尺
三
、
四
寸
位 

 
 

 

是
者
弐
年
枯
受
合
ニ
而
植
付
迄
、
苗
木
百
本
ニ
付
、
鐚
九
百
三
拾
六
文
程 

 
 

 
 

 
 

五
年
木 



 
 

一
松
苗
長
ケ
弐
尺
五
、
六
寸
位 

 
 

 

是
者
弐
年
枯
受
合
ニ
テ
植
付
迄
、
苗
木
百
本
ニ
付
、
鐚
壱
貫
弐
百
四
拾
八
文
程 

 
 

右
者
松
苗
植
付
之
儀
所
々
相
糺
申
候
処
書
面
之
通
御
座
候
、
尤
松
苗
檜
之
類
植
付
仕
候
而
も
原
地
風
吹
払
場
所
ニ
成
木
仕
間
敷
哉
ニ
奉
存
候
、
且
又 

雑
木
宜
敷
御
座
候
間
、
段
々
聞
合
候
得
共
、
佐
倉
辺
雑
木
苗
木
仕
立
候
者
無
之
場
所
ニ
御
座
候
、
依
之
松
苗□

外
早
速
植
付
仕
候
手
段
無
御
座
候
。 

以
上 

 
 

寛
政
五
丑
年
十
一
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
崎
半
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
瀬
長
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

丸 
 

弥
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴
木
源
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
井
清
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

根 

本 

玄 

蕃 

（
町
史
料
集
（
二
）
四
―
66
） 

以
上
の
よ
う
に
佐
倉
牧
の
松
苗
植
え
付
け
の
見
積
書
を
牧
士
連
名
に
よ
っ
て
提
出
し
て
い
る
が
、
翌
六
年
二
月
の
日
記
に
は
、
小
間
子
牧

一
万
本
、
取
香
牧
一
万
五
〇
〇
〇
本
、
矢
作
牧
一
万
五
〇
〇
〇
本
の
植
え
付
け
場
所
と
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る
。
油
田
牧
は
適
地
が
な
い

の
で
、
そ
の
分
を
取
香
牧
、
矢
作
牧
へ
各
五
〇
〇
〇
本
ず
つ
振
り
分
け
て
植
え
た
い
旨
の
伺
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
年
の
植
え
付
け
請
負
は
、
成
木
新
田
（
成
田
市
）
の
百
姓
半
兵
衛
か
ら
次
の
よ
う
な
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 
 

 
 

以
書
付
奉
願
候 

 
 

 
 

 

四
年
木 

 
 

 

一
松
苗
四
万
本 



 
 

 
 

但
拾
ケ
年
枯
請
合
苗
木
代
共
植
付
迄
、
苗
壱
本
ニ
付
鐚
六
文
宛
右
者
佐
倉
小
間
子
、
取
香
、
矢
作
三
ケ
所
御
牧
馬
之
内
江
、
書
面
之
通
ニ
而
植
付 

 
 

 
 

請
負
仕
度
奉
願
候
、
若
野
火
ニ
而
焼
候
節
者
植
替
請
合
御
免
被
成
木
、
自
然
ニ
枯
候
分
者
、
拾
ケ
年
之
間
、
急
度
植
付
可
仕
候
、
依
之
願
之
通
被 

 
 

 
 

仰
付
被
下
置
候
ハ
ゝ
難
有
奉
存
候
。
以
上 

 
 

 
 

 
 

寛
政
六
寅
年
二
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
方
鉄
五
郎
御
代
官
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
総
国
埴
生
郡
成
木
新
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

願
人 

百
姓 

半 

兵 

衛 

 
 

 
 

前
書
半
兵
衛
奉
願
候
通
相
違
無
御
座
候
、
依
之
奥
印
仕
一
同
申
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 

寅
二
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
同
人
御
代
官
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国
同
郡
同
新
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名 

主 

久
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

組 

頭 

林
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

久
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

酒
々
井
町
御
野
馬
方 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御 

会 

所 

（
町
史
料
集
（
二
）
五
―
⑨
） 

願
書
は
四
万
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
承
認
さ
れ
た
の
は
各
牧
一
万
本
ず
つ
計
三
万
本
が
古
の
年
に
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
松
苗
植

え
付
け
に
つ
い
て
は
二
つ
の
後
日
語
り
が
つ
い
た
。 

 

そ
の
一
は
植
え
付
け
た
松
苗
が
、
見
積
り
よ
り
も
小
さ
か
っ
た
た
め
に
、
責
任
者
の
島
田
長
右
衛
門
は
叱
責
を
う
け
謹
慎
を
命
ぜ
ら
れ

た
こ
と
。
そ
の
二
つ
は
気
候
異
変
で
も
あ
っ
た
の
か
植
え
枯
れ
が
多
く
、
翌
年
に
な
っ
て
、
小
間
子
牧
一
三
〇
〇
本
、
取
香
牧
三
一
〇
〇

本
、
矢
作
牧
に
至
っ
て
は
八
八
一
七
本
、
計
一
万
三
二
一
七
本
と
三
分
の
一
以
上
の
植
え
枯
れ
を
出
し
、
枯
れ
請
け
負
い
の
た
め
に
植
え



足
し
を
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
方
法
で
松
苗
の
植
林
は
こ
の
後
何
回
も
行
わ
れ
た
。 

 
椚
苗
の
植
林
は
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
三
牧
方
は
柳
沢
牧
へ
七
〇
〇
〇
本
、
四
牧
方
は
小
間
子
牧
へ
六
三
〇
〇
本
の
植
え
付
け

を
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
小
間
子
牧
の
一
三
〇
〇
本
は
、
勢
田
村
（
八
街
町
）
の
喜
左
衛
門
よ
り
四
〇
〇
本
、
下
砂
子
村
（
八
街
町
）
の

太
左
衛
門
よ
り
四
〇
〇
本
、
岩
富
村
（
佐
倉
市
）
の
檜
垣
重
右
衛
門
よ
り
五
〇
〇
本
を
買
い
上
げ
た
が
、
他
の
一
万
二
〇
〇
〇
本
は
付
近

に
椚
苗
が
な
か
っ
た
の
で
、
小
金
付
近
で
買
い
付
け
し
た
も
の
を
、
小
荷
駄
に
積
ん
で
運
ん
だ
こ
と
が
「
御
用
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一
此
度
小
金
最
寄
ニ
而
苗
木
壱
万
弐
千
本
御
買
上
ニ
相
成
候
間
、
右
之
分
、
小
間
子
牧
江
五
千
万
、
柳
沢
牧
江
七
千
本
植
付
被
成
候
間
苗
木
、
小
金 

 
 

 
□

臼
井
町
、
岩
富
村
江
相
廻
し
夫□

植
付
場
江
為
付
送
候
積
り
、
宿
村
々
共
御
定
之
賃
銭
相
払
候
ニ
付
、
御
定
之
賃
銭
宿
々
糺
遺
候
間
、
岩
富
村 

□

場
所
迄
も
御
定
之
本
馬
賃
銭
之
積
り
取
斗
可
有
之
候
、
壱
里
、
七
拾
弐
文
之
積
り
被
申
越
候
得
共
、
外
宿
々
御
之
取
扱
ニ
付
、
宿
々
同
様
御 

定
壱
里
、
四
拾
文
積
り
取
斗
可
有
之
候
、
壱
万
弐
千
本
、
壱
駄
弐
百
本
付
、
六
拾
駄
之
積
御
座
候
、
岩
富
村□

之
付
送
リ
賃
銭
并
植
付
入
用
取
調 

可
被
遺
候
、
尤
苗
木
者
四
年
木
多
ニ
而
、
先
達
而
其
地
ニ
而
御
買
上
ニ
相
成
候□

者
小
キ
方
ニ
可
有
之
候
、
凡
左
之
通 

 

太
サ
五
分□

壱
寸
七
、
八
限
り 

 

太
サ
弐
尺□

五
、
六
尺
限
り 

右
植
付
人
足
賃
銭
、
先
達
之
通
、
壱
本
ニ
付
、
鐚
弐
文
五
分
掛
ニ
而
可
然
哉
、
評
議
之
上
可
被
聞
候
。
以
下
略 

（
町
史
料
集
（
二
）
一
六
―
26
） 

右
は
綿
貫
夏
右
衛
門
よ
り
島
田
長
右
衛
門
宛
の
書
簡
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
椚
苗
は
小
金
付
近
で
買
い
上
げ
て
、
臼
井
を
経

由
し
て
岩
富
村
ま
で
小
荷
駄
で
運
び
、
さ
ら
に
岩
富
村
か
ら
植
え
付
け
場
ま
で
運
搬
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
労
力
と
運
賃
が

か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
椚
苗
の
植
え
付
け
は
こ
の
年
一
回
行
わ
れ
た
だ
け
の
よ
う
で
、
こ
の
後
の
記
録
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。 

立
木
の
伐
採 

 

牧
場
は
至
る
と
こ
ろ
に
松
、
杉
、
雑
木
な
ど
が
繁
茂
し
て
お
り
、
野
馬
の
寒
暑
凌
ぎ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で 

あ
る
が
、
繁
茂
が
過
ぎ
る
と
、
野
馬
の
生
育
や
捕
馬
の
妨
げ
と
な
る
の
で
適
宜
の
伐
り
透
し
を
す
る
必
要
が
あ
り
、

野
付
村
々
に
優
先
的
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
大
量
の
払
い
下
げ
の
節
は
一
般
商
人
の
入
札
を
許
し
て
い
た
。
払
い
下
げ
の
方
法
も
、

入
札
に
し
た
も
の
、
野
付
村
の
願
い
出
に
よ
っ
て
村
請
け
と
し
た
も
の
な
ど
、
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
を
と
っ
て
い



た
。 

 
払
い
下
げ
す
る
場
合
の
下
見
積
り
は
、
酒
々
井
町
の
牧
士
、
大
谷
勇
右
衛
門
が
馴
功
者
で
あ
る
と
し
て
御
林
掛
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に

当
た
っ
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

差
上
申
御
請
書
之
事 

 
 

 
 

油
田
御
牧
松
木
、
雑
木
御
払
ニ
付 

 
 

 
 

一
金
四
拾
七
両
銀
五
拾
壱
匁
七
分
五
厘 

 
 

 

右
之
通
入
札
仕
奉
願
上
候
処
、
願
之
通
被
仰
付
難
有
奉
御
請
候
、
右
御
代
金
御
上
納
之
儀
ハ
当
己
十
一
月
半
納
、
来
ル
午
ノ
三
月
半
納
上
納
仕
度
奉 

願
上
候
、
依
御
請
一
札
奉
差
上
候
以
上 

 
 

文
政
四
巳
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

根
木
名
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

重 

兵 

衛 

印 

 
 

 
 

前
書
重
兵
衛
奉
願
上
候
処
、
願
之
通
被
仰
付
一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
依
之
御
請
奥
書
奉
差
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 

村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名 

主 

忠
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与 

頭 

金
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

源
五
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

半 

次 

郎 

 
 

 
 

 
 

小
金
御
厩
御
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
史
料
集
（
三
）
三
二
―
22
） 

落
札
者
の
重
兵
衛
は
商
売
人
で
あ
る
が
、
当
時
の
定
法
に
よ
っ
て
根
木
名
村
の
役
に
の
証
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
入
札
は
大
谷
勇

右
衛
門
の
し
た
見
積
り
に
よ
る
と
、
松
木
一
万
二
一
三
本
、
雑
木
三
五
一
三
本
で
見
積
り
額
四
〇
両
余
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
添
書
に

は
「
一
躰
油
田
牧
辺
之
売
買
人
共
ニ
松
、
雑
木
一
図
之
積
り
方
、
御
牧
木
品
ハ
百
姓
山
之
半
値
段
ニ
積
り
候
様
子
ニ
相
見
申
候
間
此
段
も



奉
窺
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
察
し
て
、
牧
場
の
払
い
下
げ
は
相
当
に
安
い
価
格
で
入
札
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

乍
恐
以
書
付
追
奉
願
上
候 

 
 

 
一
此
度
矢
作
御
牧
私
共
見
廻
場
、
御
伐
透
木
数
、
千
本
ニ
付
冥
加
永
四
貫
五
百
文
上
納
仕
、
村
方
引
請
被
仰
付
候
様
奉
願
上
、
右
之
趣
ニ
而
ハ
入
札 

 
 

 
 

御
触
御
座
候
様
承
知
仕
候
、
乍
去
其
山
々
之
高
下
ニ
而
、
外
落
札
ニ
相
成
候
て
ハ
村
々
難
儀
仕
候
間
、
増
永
五
百
文
、
合
五
貫
文
、
御
改
木
数
御 

 
 

 
 

振
合
を
以
、
上
納
仕
候
間
、
何
卒
可
相
成
儀
ニ
御
座
候
ハ
ゝ
入
札
御
触
無
御
座
候
様
被
仰
付
候
ハ
ゝ
村
々
一
統
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
依
之
追
願 

 
 

 
 

奉
差
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 

文
政
五
午
年 

下
総
国
香
取
郡
吉
岡
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

庄
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

七
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国 

埴
生
郡
小
泉
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

庄
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

五
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国 

同
郡 

野
毛
平
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

庄
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

吉
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国 

同
郡 

長
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

作
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

重
郎
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国 

同
郡 

取
香
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

庄
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

九
兵
衛 

 

印 



同
国 

同
郡 

堀
之
内
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

佐
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

孫
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国 

香
取
郡
一
鍬
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

庄
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
頭 

藤
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
御
野
馬
方
御
出
役
衆
中
様 

 
 

前
書
之
通
矢
作
御
牧
私
共
村
々
見
廻
場
実
生
松
、
楢
、
椚
、
桜
、
雑
木
合
弐
万
三
千
七
百
拾
四
本
、
御
伐
透
し
御
極
印
之
分
、
千
本
ニ
付
、
先
願
之 

 
 

冥
加
永
ニ
、
五
百
文
相
増
五
貫
文 

 
 

 

合
永
百
拾
八
貫
五
百
七
拾
文 

 
 

右
之
通
上
納
可
仕
候
間
、
入
札
御
触
無
御
座
村
方
引
請
ニ
奉
願
上
候
処
、
願
之
通
村
方
引
請
ニ
被
仰
付
村
々
一
統
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
冥
加
永 

 
 

上
納
之
儀
、
是
又
願
之
通
当
御
捕
馬
之
節
半
金
上
納
仕
、
残
金
者
、
来
未
三
月
迄
ニ
急
度
皆
済
上
納
可
仕
旨
被
渡
承
知
奉
畏
候
、
依
之
継
添
御
請 

 
 

印
奉
差
上
候 

以
上 

（
七
か
村
名
主
与
頭
連
名
省
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
史
料
集
（
三
）
三
三
―
22
） 

 

右
二
通
の
願
書
は
矢
作
牧
の
松
、
楢
、
椚
、
桜
、
雑
木
二
万
三
七
一
四
本
の
伐
り
透
し
払
い
下
げ
に
つ
い
て
、
野
付
村
七
か
村
が
共
同
で

一
〇
〇
〇
本
に
つ
き
永
四
貫
五
百
文
の
割
り
合
い
で
、
村
方
引
き
請
け
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
安
値
の
た
め
に
入
札
す
る
と
い
わ
れ
、
慌

て
て
五
百
文
の
増
永
を
申
し
出
て
承
認
さ
れ
た
事
情
が
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
と
は
貨
幣
価
値
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
ど
れ
だ
け

こ
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
村
方
に
利
益
が
あ
っ
た
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
村
方
が
潤
っ
た
こ
と
は
察

せ
ら
れ
る
。 

 



 

牧
場
に
は
立
木
が
多
数
あ
っ
た
か
ら
、
枯
木
も
多
く
出
た
。
こ
の
枯
木
の
処
分
に
つ
い
て
も
、
入
札
に
し
て
払
い
下
げ
た
も
の
、
賃
銭

を
払
っ
て
焼
印
薪
を
つ
く
っ
た
も
の
、
焼
印
薪
を
つ
く
り
賃
銭
を
払
わ
ず
現
物
を
与
え
ら
れ
た
も
の
の
三
種
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
以
宿
継
致
啓
達
候
、
然
者
取
香
牧
、
並
木
松
御
払
入
札
六
通
取
調
被
差
越
開
札
之
処
左
之
通 

 
 

 
 

金
三
両
銀
拾
三
匁
八
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩
山
村 

嘉
右
衛
門 

 
 

 

右
可
趣
を
以
相
伺
候
処
、
伺
相
済
候
間
、
上
納
日
期
限
取
極
村
役
人
加
判
之
請
書
取
、
勝
手
次
第
伐
払
候
様
可
被
申
候
、
則
入
札
差
遺
候
、
取
扱
請 

 
 

 

書
可
被
差
越
候
、
右
可
申
達
如
此
ニ
候 

以
上 

 
 

 
 

 

九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

綿
貫
夏
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門
殿 

  
 

 
 

 
 

 

御
請
書
之
事 

 
 

 

佐
倉
取
香
牧
捕
込
前
並
木
土
手
枯
松 

 
 

 
 

一
松
木 

拾
九
本 

 
 

 
 

落
札 
嘉
右
衛
門 

 
 

 

右
者
私
村
方
百
姓
嘉
右
衛
門
義
、
先
達
代
金
入
札
差
上
申
候
処
、
高
札
ニ
付
此
度
同
人
江
御
払
被 

仰
付
御
請
仕
候
、
右
代
金
之
儀
、
来
ル
十
一
月 

 
 

廿
日
迄
ニ
急
度
御
上
納
可
仕
候
、
依
之
村
役
人
連
印
一
札
奉
差
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 

文
化
二
丑
九
月 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岩
山
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名 

主 

元
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与 

頭 

弥
兵
五
衛 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

茂
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
金
御
厩
御
役
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
町
史
料
集
（
二
）
一
六
―
64
） 

右
は
取
香
牧
の
枯
松
一
九
本
を
岩
山
村
の
嘉
右
衛
門
が
落
札
、
村
役
人
の
保
証
に
よ
っ
て
払
い
下
げ
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
枯
木
の
処
分
で

一
番
多
い
の
は
、
村
方
引
き
請
け
に
よ
っ
て
、
薪
を
つ
く
り
、
伐
り
賃
と
し
て
次
の
よ
う
に
現
物
で
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 



 
 

 
 

 
 

取
香
牧
捕
込
風
折
榎
弐
本 

 
 

 

右
枯
木
ニ
相
成
候
ニ
付
、
先
達
而
御
届
奉
申
上
候
処
、
此
度
御
見
分
御
極
印
被
成
御
捕
馬
之
節
ハ
焼
印
槙
被 

仰
渡
承
知
奉
畏
候
、
御
伐
立
之
儀
者 

 
 

 
追
而
御
下
知
次
第
御
牧
士
中
御
立
会
御
差
図
次
第
伐
立
可
申
候
、
尤
出
来
束
之
内
、
三
分
ノ
一
ハ
御
用
槙
ニ
い
た
し
三
分
の
二
ハ
村
方
伐
分
ニ
被
下 

 
 

 

置
候
段
被 

仰
渡
是
亦
承
知
奉
畏
候
、
仍
而
御
受
印
形
奉
差
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 
文
政
十
亥
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩
山
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名 

主 

常
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与 

頭 

平
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

清
二
郎 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
三
）
三
七
―
21
） 

伐
り
分
（
伐
り
賃
）
と
し
て
三
分
の
二
与
え
ら
れ
た
の
は
農
民
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
は
伐
り
賃
は
二
分
の
一

が
普
通
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

 

枯
木
の
外
の
実
生
木
の
伐
り
透
し
（
間
伐
）
に
も
、
そ
の
場
所
の
見
廻
り
村
に
優
先
的
に
伐
り
賃
と
し
て
三
分
の
二
与
え
ら
れ
て
い
る
。

燃
料
の
一
切
を
薪
・
茅
に
た
よ
っ
て
賄
っ
て
い
た
農
民
に
と
っ
て
、
薪
は
生
活
必
需
品
で
あ
り
、
牧
場
の
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
一
部

が
取
得
で
き
た
こ
と
は
、
野
付
村
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
多
く
の
夫
役
に
耐
え
て
き
た
も
の
、
こ
の
よ
う
な
燃
料
に
よ
る
助
成
が
あ

っ
た
こ
と
も
一
面
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

野
火
止
め 

 

広
漠
た
る
原
野
で
あ
る
野
馬
牧
場
は
、
冬
に
な
る
と
一
面
の
枯
野
隣
、
加
西
の
起
り
易
い
環
境
に
変
わ
る
。
牧
場
は
土 

手
に
囲
ま
れ
て
い
る
が
牧
場
内
は
道
路
が
幾
条
も
通
っ
て
い
た
。
一
般
人
の
通
行
も
自
由
で
あ
っ
た
。
成
田
街
道
、
芝

山
街
道
な
ど
の
主
要
街
道
も
牧
場
内
を
横
断
し
て
い
た
。 

 

牧
場
の
入
り
口
に
は
有
戸
と
呼
ば
れ
た
木
戸
が
各
所
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
通
行
人
は
こ
の
木
戸
を
開
け
て
入
り
、
入
っ
た
ら
す
ぐ
閉

め
て
野
馬
が
外
に
出
る
の
を
防
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
木
戸
番
は
い
な
い
の
が
普
通
で
、
管
理
は
そ
の
付
近
の
見
廻
り
を
受
け
持
っ
て

い
た
野
付
村
が
責
任
を
持
た
さ
れ
て
い
た
。 



 

人
が
通
れ
ば
火
を
使
い
、
焚
火
を
し
た
り
、
煙
草
を
吸
っ
た
り
し
て
山
火
事
が
起
り
や
す
く
な
る
、
山
火
事
が
広
い
範
囲
に
拡
が
る
と
、

野
馬
の
飼
料
で
あ
る
枯
草
を
失
い
、
寒
暑
凌
ぎ
の
樹
林
を
枯
ら
し
て
野
馬
の
生
育
に
影
響
を
与
え
る
の
で
、
山
火
事
を
防
ぐ
た
め
の
「
野

火
止
め
」
を
野
付
村
に
命
じ
る
の
が
毎
年
の
例
と
な
っ
て
い
た
。
野
火
止
め
は
野
火
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
定
の
巾
の
雑
草
や
潅
木

を
伐
り
払
っ
て
焼
却
す
る
作
業
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
覚 

 
 

 

一
人
足 
弐
人 

西
吉
倉
村 

 

一
同 

 
 

弐
人 

東
吉
倉
村 

 

一
同 

 

五
人 

小
菅
村 

 

一
同 

 

弐
人 

川
栗
村 

 
 

 

一
同 

 

弐
人 
大
和
村 

 
 

一
同 

 
 

三
人 

根
木
名
村 

 

一
同 

 

弐
人 

朝
倉
村 

 

一
同 

 

壱
人 

坂
志
岡
村 

 
 

 

一
同 

 

弐
人 
久
米
村 

 
 

一
同 

 

拾
五
人 

岩
山
村 

 
 

一
同 

 

弐
人 

畑
ケ
田
村 

一
同 

拾
二
人 

菱
田
村 

 
 

 

右
者
取
香
牧
野
馬
為
御
用
御
取
立
御
林
廻
リ
其
外
給
草
用
意
之
た
め
焼
切
致
候
間
、
書
面
之
人
足
ニ
鎌
并
ほ
た
し
道
具
為
持
来
ル
十
八
日
五
ツ
時 

 
 

 

（
八
時
）
取
香
牧
三
里
塚
前
迄
、
役
人
壱
人
ツ
ゝ
。
才
料
差
添
無
間
違
罷
出
可
被
申
候
、
尤
十
八
日
大
風
歟
又
者
雨
ふ
り
申
候
ハ
ゝ
一
日
間
を
置
、 

 
 

 

来
ル
廿
日
罷
出
可
申
候
、
此
書
付
村
下
致
受
印
順
達
留
リ
村□

野
先
江
持
参
我
等
方
江
相
返
し
可
被
申
候 

以
上 

 
 

 
 

 

十
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
瀬
長
左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

右
村
々
名
主 

与
頭
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
六
―
60
） 

三
里
塚
付
近
の
村
々
に
対
す
る
人
足
触
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
野
火
止
め
」
作
業
は
各
牧
ご
と
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
山
火
事
は
絶
え
ず
、
度
々
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

  


